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岩淵町のまちづくりにつきましては災害に強いまちづくりを、地域の皆様のご協力をいただきながらすすめてきました。
平成27年に策定された本地区計画の区域に岩淵町も含まれておりますが、特に制限はありませんでした。
今回の地区計画変更は、令和5年度より岩淵町の一部にて密集事業が開始したことに併せ、既存地区である志茂地区と一体的に防災性と居住環境

の向上を図り、安全で住みよいまちづくりを図るために行うものです。
令和6月13日に説明会を行い、7月に縦覧を行いました（原案）から内容について大きな変更はありません。
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右上に「計画書・計画図」などとありますが、スライドの資料のベースとなっている資料を示しています。
また、赤文字部分が平成27年に策定した地区計画からの変更箇所となります。
はじめに、「本地区計画の目標」についての内容です。
内容自体の大きな変更はありませんが、地区の現況、上位計画の時点更新や文言の整理を行いました。

志茂と岩淵のまちの特性を生かしながら、災害への対応力が高く、住・商・工の複合的な活気ある市街地の形成を目指します。
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スライドの資料の
ベースとなっている
資料を示しています。

赤文字部分が変更
箇所となります。



「土地利用に関する基本方針」についての内容です。
今回の変更により、制限のかかる「地区整備計画区域」を岩淵町へ拡大します。
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「土地利用に関する基本方針」についての内容です本地区を地区の特性に合わせ５つの地区に区分しています。岩淵町においては、3つの地区が
あります。

１の住居地区Aでは、建築物の不燃化建替えの促進や敷地の細分化防止等による居住環境の改善により、低中層住宅を中心とした防災性の高い良
好な市街地を形成します。

２の住工共存地区Aでは、住宅地の防災性能向上と居住環境の改善を図りながら、工場等の操業環境を維持し、住宅を中心として工場等と調和し
た市街地を形成します。

５の主要幹線道路沿道地区では、放射１０号線（北本通り）沿道の建築物の倒壊による道路閉塞を防止することで、防災性の機能向上を図りな

がら、中高層建築物として商業施設等と住宅との存等による商業・住宅等が調和した市街地を形成します。 5
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「主要幹線道路沿道地区」は北本通りの境からおおむね30ｍの赤色の範囲です。
「住工共存地区A」は、主に地区の北側のベージュ色の範囲です。
「住居地区A」は、上記以外の黄色の区域の範囲です。
これらの区分は、都市計画法により定められる地区の「用途地域」の区分と整合しています。
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計画書の上段は、「地区施設及び地区防災施設の整備の方針」についての内容です。震災時における円滑な避難、消防、救護等の防災活動を支
える道路を地区防災施設として整備します。また、特定地区防災施設として、地区防災施設と沿道建築物等を一体的に整備します。また、公園等
を地区施設に位置付け、居住環境及び防災機能を維持し、さらに、適地があれば、公園・広場等のオープンスペースを整備します。

計画書の中段は、「建築物等の整備の方針」についての内容です。1～7までの制限を定めます。それぞれの内容につきましては、９ページ以降
で個別に説明します。

計画書の下段は「その他、当該区域の整備に関する方針」についてです。地区内では生け垣の設置や敷地内の緑化を推進します。また、個別建

替えが難しい地区においては、共同建替え・協調建替えを促進します。
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今回の変更にて、志茂五丁目から岩淵町へつながる地区防災道路11号、12号、13号を追加します。

また、地区防災道路の防災機能を向上させるために、道路の中心から15ｍの範囲を特定建築物地区整備計画区域としています。
図中に赤の矢印にて示した部分となります。
これらの道路は、密集事業において、位置づけているものと整合しています。
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ここからは、建築物等の整備に関する計画、制限等についての内容です。

はじめに、①「建築物の構造に関する防火上必要な制限」です。
建築物等の不燃化を促進し、火災の延焼や建築物等の倒壊を防ぎます。
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準防火地域に指定されているエリアは、
法律で延べ面積が500㎡未満は防火構造の建物を建てることができます。

地区計画変更後は、防火構造よりも耐火性能が高い、
「準耐火建築物」以上の建物でないと建てることができなくなります。
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②「特定地区防災施設に接する間口率の最低限度」
③「建築物等の高さの最低限度」についての内容です。

地区防災道路の延焼遮断機能の向上及び震災時の安全な避難経路の確保を図ります。
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地区防災道路沿道のみにかかるルールです。
地区防災道路に面する建物の部分は、敷地幅に対して、7/10以上です。
また、建物の高さは5ｍ以上です。
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③「建築物の用途の制限」についての内容です。

快適で健全な居住環境を創出するために設けます。
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住居地区は都市計画法における用途地域にて、「良好な住環境を保護」するたまの住居系の指定がされている区域です。
既に「青文字」で記載されている用途の建物は、建てることができません。

それ以外の主要幹線道路沿道地区・住工共存地区においては、都市計画法における、工業系・商業系の用途地域が指定されている為、
照度が低い飲食店や風俗店等、パチンコ店などの「赤文字」の建築を制限します。
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⑤「建築物の敷地面積の最低限度」についての内容です。

敷地の細分化等による密集市街地の進行を抑制し、快適で安全な居住環境を創出するための制限です。
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主要幹線道路沿道では、商業施設や業務系施設や中高層の共同住宅等が立地することから80㎡、その他の地区では、65㎡（約20坪）となって
おります。

例えば、130㎡の敷地を65㎡以下に分割することはできません。
ただし、既に基準より小さい敷地や道路などの整備によって小さくなった敷地は、現在の大きさのまま敷地として利用できます。
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⑥「壁面の位置の制限」⑦「工作物の設置の制限」についての内容です。
地区防災道路沿道につきましては、6ｍの幅の空間を確実に確保するため、「地区防災道路」の中心から3ｍの制限をします。
また、門や塀、自動販売機などの工作物の設置を制限します。
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今回の変更にて、「壁面の位置の制限」が追加となる地区防災道路を矢印で示しています。

志茂五丁目から岩淵町へつながる地区防災道路11号、地区防災道路11号から北本通りへつながる12号です。
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⑧「建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限」についての内容です。

周辺の環境と調和した落ち着きのある色調のまちなみへと誘導するため、派手な色使いの建物や看板などの設置を制限します。
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⑨「垣又はさくの構造の制限」についての内容です。

高いブロック塀などは、地震時に倒壊する危険性が高いため、道路に面して設ける垣や柵は、生垣又は透視可能なフェンス等としています。
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「地区施設の配置及び規模」についての内容です。

都市計画法における地区計画の地区施設は、「街区内の居住者等の利用に供される道路、公園等
（都市計画施設を除く）」ものとなっております。
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地区施設を示した計画図に名称を記載しています。赤枠の施設を今回の変更にて追加しています。岩淵町におきましては、今回の変更にて
広場1号の：岩淵かっぱ広場
区画道路2号を追加しています。

地区計画の説明は以上となります。
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参考として、地区防災道路沿道における建替え助成制度についての内容です。
現在、志茂地区で行っている都市防災不燃化促進事業につきまして、今回の地区計画変更に合わせて令和7年度より事業区域を拡大する予定です。
事業区域は地区防災道路の中心から15ｍの範囲です。
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一定の基準に適合する耐火建築物または準耐火建築物を建築する場合、基本助成と個々の条件に応じた加算助成を受けることができます。
本地区計画に適合する建物であることの他、図に示した要件等がございます。
現在、新たに対象区域となるの権利者のみなさまに、アンケートを行っております。ご協力、よろしくお願いいたします。
助成金の詳細につきましては、防災まちづくり担当課までお問い合わせください。
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今後のスケジュールについての内容です。
本日、地区計画（案）の説明会を行っております。
11月1日から都市計画法17条に基づく地区計画案の 縦覧・意見書の提出期間となります。
その後、12月下旬に北区都市計画審議会の審議を経て、令和7年4月より施行される予定です。
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縦覧期間は、令和6年11月1日から15日までの土日祝日を除いた午前8時30分から午後5時15分までです。
縦覧場所は、北区役所第一庁舎7階1番の窓口で、ご覧いただけます。また、縦覧期間中はホームページでもご覧いただけます。意見書の提出期

間および提出先も同様となっております。
区内在住の方または利害関係を有する方は、案についての意見書（書式自由）を提出することができます。
詳細はホームページでご確認いただけます。
以上が、地区計画変更（案）の説明となります。
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新たな防火規制区域の導入に関しましても、昨年度ブロック部会にてご説明させていただくなど、地域の皆さまのご協力をいただきながらすす
めてきました。

東京都建築安全条例第7条の3に基づき、建築物の耐火性能を強化し、建築物の不燃化を促進する制度です。
北区においては、表にお示しのとおり、密集市街地に指定されている地区に指定がされています。
この度、地区計画の都市計画決定に合わせて赤枠にあります、岩淵町の一部について、令和7年4月1日より区域指定を予定しています。
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今回指定する区域は、赤枠で囲んだ岩淵町の一部となります。

区域の境界は、地区計画の区域と同じ区域となりますが、今回指定する区域と連担する志茂五丁目は既に平成19年に指定がされています。
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準防火地域に指定されているエリアは、法律で延べ面積が500㎡未満は防火構造の建物を建てることができます。
新たな防火規制区域に指定されますと、防火構造よりも耐火性能が高い、「準耐火建築物」以上の建物でないと建てることができなくなります。
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防火地域においては、法律の規制の方が厳しいため、現状のままとなります。
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今後のスケジュールについての内容です。
本日、新たな防火規制区域（案）の説明会を行っております。
12月下旬に北区都市計画審議会への報告を経て、令和7年4月より施行される予定です。
以上で、説明を終わります。
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